
うるま市東照間商業等施設 草刈清掃業務仕様書 
 

 

 うるま市を甲とし、東照間商業等施設草刈清掃業務契約にかかる業務（以下「本業務」

という。）の受託者を乙とし、本業務を実施するために必要な仕様を定める。 

 

 

1. 委託業務名    うるま市東照間商業等施設草刈清掃業務 

 

2. 履 行 場 所    うるま市東照間商業等施設および周辺 

（うるま市与那城照間 1860番地 1、1860番地 3） 

 

3. 履 行 期 間   

自    令和 8年 4月 1日 

至    令和 9年 3月 31日 

 

4. 対 象 業務   草 刈 清 掃 

 

5. 業 務 内 容  

    (ア) 草刈箇所は、別紙【草刈箇所指示図】のとおりとする。 

    (イ) 草刈清掃の回数について、別紙赤枠部分は 6回、4 月から 9月まで（6 か月

間）月 1回実施すること。別紙青枠部分は年 10回行い、甲が支持する月に実

施すること。 

(ウ) 草刈を実施した後の刈り草については乙が責任を持って処分すること。 

 

6. 費用の負担等 

    Ⅰ 本業務に使用する用具、資機材の使用にかかる費用等については、乙の負担

とする。 

Ⅱ 本業務に必要な資機材置場は、甲が場所を指定し、乙に無償で提供する。 

 

7. 業務の報告 

    Ⅰ 草刈清掃については、作業終了後に草刈り実施前、実施中、実施後の写真等

を添付した草刈実施報告書を作成し、草刈実施月の翌月 10日までに甲に提出す

る。 

 

8. その他 

    この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定める 

ものとする。 



別紙【草刈箇所指示図】 赤→6回(4月～9月)  青→10回 

 


